
神奈川県農福連携推進事業補助金実施要領 

 

第１ 目的 

この要領は、神奈川県農福連携推進事業補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）の

実施に関し必要な事項を定める。 

 

第２ 事業の内容等 

 対象者は、交付要綱第２条のとおりとする。 

 

第３ 要件及び留意事項等 

 事業実施にあたる要件及び留意事項等は交付要綱第２条及び次のとおりとする。 

１ 要件 

経営耕地面積が 30ａ以上の規模の農業を行い、１年間における農産物の総販売額が 50

万円以上の耕種農家とする。 

２ 留意事項等 

 (1) 補助事業者が、既に実施又は終了している取組は、本事業の対象外とする。 

 (2) 機器の単純更新については、本事業の対象外とする。 

 (3) 整備後に施設の維持のために必要となった補修に要する経費は、本事業の対象外と

する。 

 (4) 農事組合法人、農地所有適格法人、特定農業団体及びその他農業者の組織する団体

が補助事業者となる場合は、当該補助事業者は、事業実施及び会計手続を適正に行い

得る体制を有していなければならない。 

 (5) 業者選定にあたっては、希望小売価格を確認するとともに、自ら、一般競争入札の

実施又は見積もり合わせ等により、事業費の低減に向けた取組を行うものとする。（中

古品の導入時は除く。） 

 (6) 仮設トイレの導入を予定する場合は、設置場所によっては農地転用の手続が必要と

なることから、事前に市町村農業委員会等に相談し、許可を得てから申請すること。 

 (7) 整備等の内容ごとに事業費が 30万円以上とする。ただし、補助対象を組み合わせて

事業費が 30万円以上とすることができるものとする。 

３ 補助対象 

 (1) 原則新品とするが、中古品（法定耐用年数（減価償却資産の耐用年数に関する省令

（昭和 40年大蔵省令第 15号）に定める耐用年数をいう。以下同じ。）から経過期間を

差し引いた残存年数（年単位とし、１年未満の端数は切り捨てる。）が２年以上のもの

をいう。）も対象とすることができるものとする。 

 (2) リースにより導入する場合は、別表１により行うものとする。 

 (3) 補助金の交付決定があった日の属する県の会計年度の３月 31 日までに機器等の導

入設置及び支払いを完了することを条件とする。ただし、やむを得ない理由で期限ま

でに機器等の設置ができない場合は、設置が可能となった後、速やかに設置すること

とし、設置費用は補助対象経費に含めないものする。 

 



第４ 事業実施までの手続き 

１ 事業計画等の提出 

 (1) 計画作成にあたって、他事業との関連等を考慮し、次の事項に留意するものとする。 

ア 神奈川県都市農業推進条例、かながわ農業活性化指針等、関連する県計画の趣旨

との整合性 

イ 農福連携につながるような計画であること。 

ウ 補助事業により導入する機器等の規模、利用計画の妥当性 

エ 補助事業者の負担金の調達計画の妥当性 

オ 関係法規（都市計画法、建築基準法、農地法、廃棄物処理法、農業振興地域の整

備に関する法律等）の許認可手続きとの関連 

 (2) 補助事業者は、神奈川県農福連携推進事業実施計画書（様式第１号、以下「実施計

画書」という。）を作成し、別に定める期日までに地域県政総合センター所長（横浜市、

川崎市にあっては横浜川崎地区農政事務所長。以下「所長」という。）に提出するもの

とする。 
 (3) 所長は、前項に定める書類の内容が適切であるか確認し、その結果を神奈川県農福

連携推進事業補助金要望事業集計表（様式第２号、以下「要望事業集計表」という。）

により取りまとめ、実施計画書とともに環境農政局農水産部長（以下「農水産部長」

という。）に報告するものとする（以下、提出先は農業振興課とする）。 
２ 実施設計書の作成 

 (1) 補助事業者は、実施計画書に基づき工事を実施しようとするときは、実施設計書（参

考様式１）を作成し、実施計画書に添付するものとする。 

 (2) 実施設計書は、補助事業者にその作成能力がない場合には、原則、施工業者以外の

設計事務所等に委託又は請け負わせて作成するものとする。ただし、実施設計書の作

成に要する経費は補助の対象としないものとする。 

３ 事業の採択決定等 

(1) 農水産部長は、所長から提出された実施計画書の補助額を集計し、本事業の助成を

受けようとする者の取組を別表２に基づきポイント付けを行い、特に必要とする場合

は、別に定める審査会を開催し、ポイントを加点する。別表２のポイント及び審査会

の加点ポイントにより優先順位を付け計画承認（参考様式２）し、所長、農業技術セ

ンター各地区事務所長（農業技術センター普及指導部管内においては普及指導部長。

以下「各地区事務所長等」という。）に通知するものとする。 

(2) (1)の通知を受けたときは、所長は速やかに、当該補助事業者に計画承認を通知する

ものとする。 

４ 補助金交付申請 

 (1) 補助事業者は、神奈川県農福連携推進事業補助金交付申請書（交付要綱第１号様式。

以下「交付申請書」という。）を所長に提出するものとする。 

なお、提出に当たり、経営体役員等氏名一覧表（交付要綱様式第３号）を除く添付

書類については、１の(2)で提出した内容に変更がない場合は提出を省略できるものと

し、交付申請書の欄外にその旨記載するものとする。 

(2) 所長は、提出された交付申請書の内容を確認するとともに、速やかに農水産部長に



報告するものとする。 

(3) 農水産部長は、補助事業者について、交付要綱第７条の２に基づき神奈川県警察本

部長に対して確認を行い、結果を所長に通知するものとする。 

５ 補助金の交付決定 
(1) 所長は、補助金の交付等に関する規則（以下「規則」という。）第６条に基づき、補

助事業者に交付決定及び通知（参考様式３）するものとする。 

交付決定にあたっては、申請書等の書類審査及び必要に応じて行う現地調査等によ

り、その内容を確認するものとする。 

(2) 所長は、交付決定後速やかに前項書類を農水産部長に報告するものとする。 

 

第５ 事業の実施 

１ 事業の着手 

 (1) 事業の着手は、原則として補助金交付決定後とする。交付決定通知前に事業着手す

る場合には、補助事業者は、着手前に補助金交付決定前事業着手届（様式第３号）を

所長に提出するものとする。なお、様式第３号の提出期限は補助事業等に係る契約締

結前とする。 

(2) 補助事業者は、施設整備等の工事を伴う事業に着手したときは、速やかに事業着手

届（様式第４号）を提出するものとする。 

(3) 所長は、補助金交付決定前事業着手届及び事業着手届を受理したときは、速やかに

その旨を農水産部長に報告するものとする。 

２ 事業の施行 
第４の２により工事を執行する場合の事業の施行方法は、直営施行、請負施行のいず

れかによるが、補助事業者は施行方法ごとに次のことに留意し、適正に補助事業等を実

施するものとする。 
なお、所長は、補助事業者が適正な事業の施行ができるように指導するものとする。 

 (1) 直営施行 
直営施行は、補助事業者が実施設計書、仕様書及び設計図に基づき、直接材料の購

入や現場雇用労働者の雇用等を行い、所定の期間内に事業を施行するとともに、現場

主任等を選任し、現場の事務の一切の処理に当たらせることにより、工事等の適正な

実施を図るものとする。 
選任された現場主任等は、工事材料の検収・受払、現場雇用労働者の出役の確認等

を行うほか、主要工事及び埋設又は隠ぺいにより工事完了後には明示できない部分の

現場写真の撮影や工事日誌の記録等を行い、工事の実施状況を明確にするものとし、

工事期間中の事故防止等について、細心の注意を払うものとする。 
(2) 請負施行 

請負施行は、補助事業者が工事請負人を定め、実施設計書、仕様書及び設計図に基

づき、かつ、所定の請負代金をもって、所定の期間内に工事を完了させるものとし、

工事の請負方法、指導監督及び検査等は、次により行うものとする。 

  ア 工事請負人の選定方法 

    工事請負人の選定は、県又は補助事業者の定める基準に準じて行うものとする。 



  イ 工事の指導監督 

補助事業者は、請負契約と同時に請負人から工程表等を提出させるとともに、請

負人に現場代理人を定めさせ、当該現場代理人に工事の施行・施工管理に関する一

切の事項を処理させるものとする。また、補助事業者は、現場監督員等を選任し、

請負契約、仕様書及び設計図に定められた事項について、工程表のとおりに工事が

実施されるよう指導監督に当たらせるほか、主要工事及び埋設又は隠ぺいにより工

事完了後には明示できない部分の現場写真を撮影させ、工事の記録等を行わせるも

のとする。 

  ウ 工事の検査及び引渡し 

補助事業者は、請負人が工事を完了した時は、当該請負人から工事完了届を提出

させるとともに、請負契約書に定められた期間内に完成確認検査を行った上で、引

渡しを受けるものとする。この場合、完成確認検査に合格しないときは、期間を定

めて請負人に手直し工事を行わせ、再度検査を行った後、合格したときに引渡しを

受けるものとする。 

 

第６ 事業変更（中止、廃止）承認申請の提出 

１ 交付要綱第９条に定める事業の中止、廃止等が発生する場合は、神奈川県農福連携推

進事業変更（中止、廃止）承認申請書（交付要綱様式第４号、以下「変更承認申請書」と

いう。）を所長に提出するものとする。 

２ 所長は、変更承認申請書の内容が適切であるか確認し、補助事業者に神奈川県農福連

携推進事業変更承認及び変更交付決定を通知（様式第５号）する。ただし、補助額の増

減を伴う変更については、速やかに変更承認申請書と計画書を農水産部長に報告し、調

整した後で変更承認及び交付決定を行う。なお、軽微な変更に該当するときであっても、

交付決定額の変更等その後の補助事業等の実施に影響があると思われるときは、補助事

業者はあらかじめ所長に協議するものとする。 

３ 所長は、変更承認後速やかに変更承認申請書の写しを農水産部長に報告する。 

 

第７ 状況確認 

 交付要綱第 11条に定める神奈川県農福連携推進事業実施状況報告書 （交付要綱様式第５

号）の提出を受けた所長は、12 月の最終開庁日までに農水産部長に報告するものとする。 

 

第８ 会計経理 

補助事業者は、補助事業等の実施に係る会計経理については、次のことに留意して適正

に処理するものとする。 
１ 補助事業者の経理は、独立の帳簿を設ける等の方法により、他の経理と区分して行う

ものとする。 
２ 金銭の出納は、金銭出納簿等を設けて行い、必要に応じて口座等を設けるものとする。 
３ 事業費の支払いは、工事請負人等からの支払請求に基づき、出来高を確認のうえ行い、

その都度領収書を受領する等して支出を明確にしておくものとする。 
４ 領収書等金銭の出納に関する書類は、日付順に整理し、処理のてん末を明らかにして



おくものとする。 

５ 交付要綱第 14 条３項に基づく機械及び重要な器具を取得した場合は、財産管理台帳

（様式第６号）を整備保管するものとする。 

 

第９ 事業の実績報告 

１ 交付要綱第 12 条に定める神奈川県農福連携推進事業実績報告書（交付要綱様式第６

号、以下「実績報告書」という。）の提出先は、所長とする。 

２ 所長は、実績報告書を受理した場合に、当該報告書等の書類審査及び現地調査等によ

り、その報告に係る補助事業等の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件

に適合するかどうか補助事業検査記録簿（参考様式４）を参考に完成確認検査（以下「検

査」とする。）を実施するものとする。 

３ 検査は、原則として現地確認を行うものとする。 
４ 検査の結果は、補助事業完成確認検査調書（参考様式５）にとりまとめ、適正と認め

られたときは、所長は規則第 13条の規定により補助金等の額を確定 （参考様式６）する

ものとする。 
５ 所長は、額の確定を行ったときは、実績報告書（写）及び補助事業完成確認検査調書

（写）を添付し、速やかにその旨を農水産部長に報告するものとする。 

 

第 10 補助金の返納 

１ 補助事業者は、補助金の交付を受けた後に交付要綱やこの要領に定める事項を満たさ

ないことが判明した場合には、所長に当該補助金の一部又は全部を速やかに返還しなけ

ればならないものとする。 

２ 所長は、返還額が生じることが明らかになった時は、補助金の一部又は全部を減額し、

すでに交付された補助金の一部又は全部の返還を求めることができるものとする。 

 

第 11 予算の調整等 

農業振興課は、予算の効率的な執行及び公平な補助金執行を担保するため、所長と連携

を図りつつ、補助金の執行にあたり総合的な調整を行うことができる。 

 

第 12 関係所管課の協力 

所長が前号までにおける事業を実施するにあたり、県の施策との整合の確認や、専門的

な知見による意見を要するときは、必要に応じて関係所管課に意見を求めることができる。 

 

第 13 その他 

本事業の実施につき必要な事項については、この要領に定めるもののほか、農水産部長

が別に定める。 

 

附 則 

この要領は、令和８年６月 16日から施行する。  



別表１ 

 

リース導入する場合の補助対象基準 

 

第１ リース導入する場合の基準 

１ 農福連携を行うために必要な経費であること。 

２ 本体価格が 30万円以上（税別）であること。 

３ 新品であること。ただし、農水産部長が必要と認める場合は、中古品（法定耐用年数

（減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定める耐用年

数をいう。以下同じ。）から経過期間を差し引いた残存年数（年単位とし、１年未満の端

数は切り捨てる。）が２年以上のものをいう。）も対象とすることができるものとする。 

４ 補助事業者が既に所有（リースを含む。）している機器等の代替として、同種・同能力

等のものを再度導入（いわゆる更新）するものではないこと。 

５ 補助事業者は購入先の選定に当たっては、当該設備または機器等の希望小売価格を確

認するとともに、自ら、一般競争入札等の実施又は複数の業者（原則３者以上）から見

積りを提出させること等により、事業費の低減に向けた取組を行うこと。 

６ リース導入を行った場合は、財産管理台帳（様式第６号）の写しを、農水産部長に提出

するものとする。農水産部長は、補助事業者から提出のあった財産管理台帳の写しに基づ

き、財産処分制限期間中の設備または機器の利用状況を確認するとともに、本事業の適正

かつ確実な実施の確保に努めるものとする。 

 

第２ リース導入する場合 

１ 申請方式については、補助事業者とリース事業者との共同申請を原則とする。この場

合の補助金は、補助事業者が選定した機器等の購入を行ったリース事業者（共同申請

者）へ支払うこととする。 

２ リース期間は、事業実施計画書の事業実施期間以上で法定耐用年数以内とする。 

３ リースによる導入に対する補助金額（以下「リース料補助金額」という。）について

は、次の算式によるものとする。 

 

ただし、当該リース物件のリース期間を当該リース物件の法定耐用年数未満とする場合

又はリース期間満了時に残存価格を設定する場合にあっては、そのリース料補助金額につ

いては、それぞれ次の算式によるものとする。さらに、当該リース物件に係るリース期間

を当該リース物件の法定耐用年数未満とし、かつ、リース期間満了時に残存価格を設定す

る場合にあっては、そのリース料補助金額については、それぞれ次の算式により算出した

値のいずれか小さい方とする。 

「リース料補助金額」＝「リース物件購入価格（税抜き）」×補助率（1/3以内） 



 

  

＜当該リース物件のリース期間を当該リース物件の法定耐用年数未満とする場合又

はリース期間満了時に残存価格を設定する場合＞ 

「リース料補助金額」＝「リース物件購入価格（税抜き）」× （「リース期間」÷ 「法

定耐用年数」）×補助率（1/3以内） 

 

＜当該リース物件に係るリース期間を当該リース物件の法定耐用年数未満とし、か

つ、リース期間満了時に残存価格を設定する場合＞ 

「リース料補助金額」＝（「リース物件購入価格（税抜き）」－「残存価格」）×補助率

（1/3以内） 



別表２ ポイント表 

No. 項目 ポイント 

１ 

研修 

（複数回

答可） 

県が実施する農福連携に関する講座※を受講した。 ３ 

国が実施する農福連携に関する講座を受講した。 ３ 

市町村や農業協同組合等が実施する農福連携に関する講座

を受講した。 

３ 

２ 

認定 

（いずれ

か） 

農福連携ブランド認証（かながわともいきアグリ）を取得

した。 
３ 

農福連携ブランド認証（かながわともいきアグリ）を取得

申請中。 
２ 

農福連携ブランド認証（かながわともいきアグリ）取得を

予定（具体にいつ頃か記入） 
１ 

３ 

ＧＡＰ 

（いずれ

か） 

第三者認証 GAPを取得済み。 ３ 

県 GAPチェックシートにより取り組んでいる。 ２ 

ＧＡＰに取り組んでいる。 ２ 

４ 

マニュア

ル等 

（いずれ

か） 

障がい者が農福連携に関する作業を実施する際のマニュア

ルを備え付けている。 
３ 

障がい者が農福連携に関する作業を実施する際のマニュア

ルを作成予定（具体にいつ頃） 
１ 

５ 工夫 障がい者が作業を実施する際の農具等を工夫している。 ３ 

６ 意欲 

農福連携の実施に強い意欲とともに明確な意思をもって実

践している（しようとしている）。 
３ 

農福連携の実施に意欲はあるが、意思が明確でない部分が

ある。 
１ 

７ 取組期間 
農福連携の取組を新たに始める。 ３ 

農福連携の取組にすでに取り組んでいる。 ２ 

８ 
補助の利

用 

本補助金を過去に利用したことがない。 
３ 

合計（最大） 30 

※ 福祉子どもみらい局が実施している農福連携コーディネーター養成講座等が対象

（農業振興課が主催している「農福連携農業者向け研修会」及び「農福連携関係機関

職員向け研修会」は本事業の要件のため対象外とする） 

 



様式第１号 

年 月 日  

 

令和  年度神奈川県農福連携推進事業実施計画書 

 

神 奈 川 県 知 事 殿 

     横浜川崎地区農政事務所長 殿 

    ○○地域県政総合センター所長 殿 

 

住    所： 

氏    名（法人名）：          

代  表  者： 

ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ ： 

 

１ 組織概要（事業に関係する農業経営体の情報） 

 (1) 事業所情報 

名称  

所在地  

 (2) 経営規模 

経営規模（ａ） 
備考 

水田 普通畑 樹園地 施設 その他 計 

ａ ａ ａ ａ ａ ａ  

作物名 栽培面積 販売売上額 

 ａ 円 

 ａ 円 

 ※作物等が複数ある場合は適宜行を追加 

 (3) 県が主催する研修受講の状況又は普及指導員等からの指導の状況 

 研修受講又は指導を受けた  研修受講又は指導を受けていない 

 ※過去に研修受講又は指導を受けた場合や今後研修受講する場合には、受講年月日又は

指導を受けた年月日等を右欄に記入すること。（                ） 

 (4) 障がい者との関わり 

 直接雇用 

 農作業受委託 委託先  

 障害福祉サービス事業所 

 その他（                              ） 



 

２ 事業内容（補助内容） 

 (1) 事業内容及び事業額 

ア 現在の農福連携の取組状況 

 

イ 農福連携に取り組む上での課題 

 

ウ 本事業で補助を受け、整備する内容 

 

エ 本事業により見込まれる効果 

 

オ 今後の取組の展望 

 

事業総額 うち補助額 うち自己負担額 

円 円 円 

 

３ 農福連携に係る取組状況 

 (1) 取組開始時期（予定含む） 

年 月 日 



(2) 国、県、市町村や農業協同組合等が実施する農福連携に関する講座の受講状況 

 受講した  受講していない 

受講講座名  

 ※受講した講座名の実施主体を記載すること。（例：○○講座（神奈川県）） 

 ※農業振興課が主催する農業者に対する研修会への参加は１の(3)に記載すること。 

 (3) かながわともいきアグリ認証ロゴマークの取得 

 取得済み  取得予定※  取得予定なし 

※ 取得（予定）の時期 年 月 

 (4) 障がい者が農福連携に関する作業を実施する際の作業マニュアルの有無 

 有  作成予定  無 

 ※有の場合は、作業マニュアルを提出すること。 

 (5) 障がい者が作業を実施する際の工夫の有無 

 有  無 

有の場合の

工夫の内容 
 

 (6) GAPの取組状況 

 GAPに取り組んでいる  GAPに取り組んでいない 

※取り組んでいる場合は以下の項目もチェックすること。 

 県 GAPチェックシート等により取り組んでいる 

 
GAP認証取得済み 

（認証 GAP名：                  ） 

 

添付書類 

・補助事業に係る収支計画書（交付要綱様式第２号） 

・補助事業に係る見積書、カタログ 

・工事の施行にあっては、実施設計書（参考様式１） 

・農地台帳又は農地借用書等の農地確保の状況が分かる書類 

 ※すでに営農開始している農業経営体は任意とする。 

・その他知事が必要と認めた書類 

  



様式第２号 

 

令和  年度神奈川県農福連携推進事業補助金要望事業集計表 

 

（   ）地域農政推進課 

補助 

事業者 

主な 

取組内容 

補助対象

経費 

 

備考 うち 

補助金 

うち 

自己資金 

      

      

      

      

      

※ 補助金は、補助対象経費の 1/3以内。ただし、上限を 100万円とする。 

※ 整備等の内容ごとに事業費が 30万円以上とする。 

  



様式第３号 

年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

○○地域県政総合センター所長 

横浜川崎地区農政事務所長    

 

住    所： 

氏    名（法人名）：          

代  表  者： 

 

補助金交付決定前事業着手届 

 

 令和  年度神奈川県農福連携推進事業補助金に係る別添事業について、次の条件を了

承のうえ、補助金交付決定前に着手したいので届け出ます。 

 

 

１ 補助金交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した事業に

損失を生じた場合、これらの損失は、補助事業者が負担するものとします。 

２ 補助金交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合に

おいても、異議がありません。 

３ 当該事業については、着手から補助金交付決定を受ける期間内においては、計画変更

は行いません。 

 

 

 

事業内容 
補助対象

経費 

着工予

定 

年月日 

完了予

定 

年月日 

理  由 

     

 

 

 

  



様式第４号 

年  月  日 

 

 神奈川県知事 殿 

○○地域県政総合センター所長 

横浜川崎地区農政事務所長 

 

住    所： 

氏    名（法人名）：          

代  表  者： 

 

 

事 業 着 手 届 

 

   年  月  日付けで補助金交付決定を受けた  年度神奈川県農福連携推進事業

について、次のとおり着手したので届け出ます。 

 

区         分  

補 助 対 象 経 費  

契 約 年 月 日         年  月  日 

着 手 年 月 日         年  月  日 

予 定 終 了 年 月 日         年  月  日 

事 業 施 行 場 所  

事 業 量  

補 助 対 象 経 費 総 額 
円 

 

負 担 区 分 
県補助金 自己負担 

円 円 

そ の 他  

（注）１ 補助対象経費欄には、交付要綱第２条の対象経費の(1)～(3)を記載する。 

２ 提出に際しては、工事工程表及び契約書の写し等を添付する。 

３ 事業量には、施設面積や機械の性能、台数等を記載する。 

  



様式第５号 

第   号  

年 月 日  

 

補助事業者名 様 

 

神 奈 川 県 知 事  

地域県政総合センター所長  

又は横浜川崎地区農政事務所長  

 

令和  年度神奈川県農福連携推進事業補助金変更承認及び変更交付決定通知書 

 

 年 月 日付けで提出されました神奈川県農福連携推進事業変更（中止、廃止）

承認申請書の内容を審査した結果、変更を承認しましたので通知します。 

また、補助金額については、補助金の交付等に関する規則 （昭和 45年神奈川県規則

第 41 号。以下「交付規則」という。）第４条第１項の規定により次のとおり決定した

ので、交付規則第６条の規定により通知します。 

 

１ 補助金額 

既決定額    円 

今回の変更（追加・減額）決定額    円 

２ 補助条件 

(1) この補助金変更の対象となる事業の内容は、申請のとおりとします。 

(2) この変更決定に伴う補助金の交付は、実績報告書に基づき、精算交付します。 

(3) この変更決定の内容又は条件に不服があるときは、この変更決定通知書を受理

した日から起算して 10日以内に申請の取り下げをすることができます。 

(4) その他の交付条件については、 年 月 日付けの交付決定通知書のとおりと

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 下線部は、補助金額が変更された場合のみ記載 

 

問合せ先 



様式第６号 

財  産  管  理  台  帳 

   補助事業者名                         

 

事業 

実施年度 

   年度 

 

補助金名 

農福連携推進事業 

 

 

 

 

施設等 

名 称 

     事 業 の 内 容                      工 期       経費の配分 処分制限期間  処分の状況   

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業種目 

（事業細目） 

       

補助 

事業者 

     

工種構造 

又  は 

施設区分 

施工箇所 

又  は 

設置場所 

    

事業量 

    

着 工 

年月日 

    

しゅん工 

年月日 

 

補助対象

経費総額 

負担区分 耐用 

年数 

   

処分 

制限 

年月日 

承 認 

年月日 

 

処分の 

内 容 

 

県 

補助金 

その他 

                

               

   計               

                

               

   計               

                

               

   計               

  合  計               

 （注）１ 事業種目には、交付要綱第２条の補助対象経費の(1)～(3)を記載する。 
    ２ 事業量には、施設面積や機械の性能、台数等を記載する。 

３ 処分制限年月日欄には、処分制限の終期を記載する。 
    ４ 処分の内容欄には、譲渡、交換、貸付、担保提供等別に記載する。 
    ５ 備考欄には、譲渡先、交換先、貸付先、抵当権等の設定権者の名称又は交付金返還額を記載する。 
    ６ この書式により難い場合には、処分制限期間欄及び処分の状況欄を含む他の書式をもって財産管理台帳に代えることができる



参考様式１ 

 
（表紙 Ａ４横長） 
 
 
 
                           〇〇年度 

 ○○○事業実施設計書 
【精算設計書】 

 
 
 
 
 
 
 

事業名 農福連携推進事業 
 
 
 
 
 
 

事業内容  

  

 
 
                
        補助事業者名  
                所  在  地  
 
 
 

 

 
（裏面） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設 計 

区     分 所 属 ・ 氏 名  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

測  量  者  

設  計  者  

補助事業代表者  

   
 

  



 事業費の内訳 
      科     目   金   額      摘        要 

 工  事  費 
円 

    

  工 事 雑 費 
円 

   

  合     計 
円 

 

 
  工事費の内訳 
      科     目   金   額      摘       要 

 工 事 価 格 
円 

  

  消 費 相 当 額 
円 

   

  合     計 
円 

 

 
  工事価格の内訳 
      科     目   金   額      摘       要 

 直 接 工 事 費 
円 

    

  共 通 仮 設 費 
円 

    

  諸  経  費 
円 

 

  合     計 
円 

 

 
  直接工事費の内訳 
      科     目   金   額      摘       要 

 建 物 工 事 費 
円 

    

  工 作 物 工 事 費 
円 

    

  設 備 工 事 費 
円 

 

  合     計 
円 

 

 
  



 建物工事費明細書 
工事又は種目 規  格 数  量 単 位 金   額   摘   要 

    
円 

 

    
円 

 

    
円 

 

    
円 

 

    
円 

 

    
円 

 

    
円 

 

    
円 

 

    
円 

 



参考様式２ 

第   号  

年 月 日  

 

補助事業者名 様 

 

神 奈 川 県 知 事  

地域県政総合センター所長  

又は横浜川崎地区農政事務所長  

 

 

令和  年度神奈川県農福連携推進事業補助金の計画承認について 

 

 年 月 日付けで申請がありました標記補助金の計画については、神奈川県農福

連携推進事業補助金実施要領第４の３に基づき選考を行った結果、承認（不承認）と

なりましたので、通知します。 

 

※理由については、必要に応じて別紙にて説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問合せ先 



参考様式３ 

第   号  

年 月 日  

 

補助事業者名 様 

 

神 奈 川 県 知 事  

地域県政総合センター所長  

又は横浜川崎地区農政事務所長  

 

令和  年度神奈川県農福連携推進事業補助金交付決定通知書 

 

 年 月 日付けで申請がありました標記補助金の交付については、補助金の交付等

に関する規則 （昭和 45年神奈川県規則第 41号。以下「交付規則」という。）第４条第１

項の規定により次のとおり決定したので、交付規則第６条の規定により通知します。 

 

１ 補助金額      円 

 

２ 補助条件 

(1) この補助金の対象となる事業の内容及び補助事業の経費の配分は申請のとおりと

します。 

(2) 補助事業の内容又は補助事業の経費の配分を変更しようとする場合は、速やかに

知事の承認を受けなければなりません。ただし、経費配分の費目相互間のいずれか

低い額の 30％以内の変更についてはこの限りではありません。 

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに知事の承認を受けな

ければなりません。 

(4) 補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又

は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに報告しその指示を受けなければ

なりません。 

(5) 次の場合、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあります。

また、取り消した部分に係る補助金を返還させ、補助金等の受領の日から納付の日

までの日数に応じ、当該補助金等の額（その一部を納付した場合におけるその後の

期間については、既納額を控除した額）につき年 10.95 パーセントの割合で計算し

た加算金を徴収することがあります。 

ア 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき 

イ 補助金等を他の用途に使用したときその他補助事業等に関して補助金等の交付

の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令若しくはこれに基づく知事の指

示、若しくは命令に違反したとき 

(6) この補助金は、実績報告書に基づき、精算交付します。 

(7) その他「交付規則」の定めるところに従うこと。 



３ この補助金に係る実績報告は、実績報告書に次の書類を添えて、事業完了の日から

30 日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する県の会計年度の３月 31

日までのいずれか早い日までに知事に提出しなければなりません。ただし、県の休日

にあたるときは、その休日の前日をもってその期限とみなします。また、この際に消

費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかなときは、これを補助金額から減額

して報告しなければなりません。この精算の結果、補助金に残額が生じた場合は、速

やかに返還しなければなりません。 

(1) 事業実績報告書（交付要綱様式第６号） 

(2) 事業内容、成果が分かる資料、完成写真等 

(3) 補助事業に係る収支決算書（交付要綱様式第２号） 

(4) 補助事業に係る収支を証する書類（契約書、帳簿、通帳、領収書等）の写し 

(5) その他知事が必要と認めた書類 

４ 消費税の申告により当該補助金等に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

が確定したときは、消費税仕入控除税額報告書をすみやかに県に提出しなければなり

ません。また、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定し、これを補助額か

ら減額する必要がある場合には、その全部又は一部を減額又は県に返還することとな

ります。 

５ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後において

も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に反して使用

し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄することはできま

せん。ただし、次に掲げる場合はこの限りではありません。 

(1) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40年大蔵省令第 15号）に定める

期間を経過した場合。 

(2) 機械及び重要な器具の取得価格が、１件当たり 50万円未満の場合 

６ 交付規則第 17条の規定により、知事の承認を得て処分したことにより収入があった

ときは、当該収入のうち補助金に係る部分の返還を命じることがあります。 

７ 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出に

ついての証拠書類を 10 年間（５に定める財産がある場合は、５の(1)に定める期間）

保管しなければなりません。また、保存期間が満了しない間に法人その他の団体を解

散させる場合は、その権利義務を承継する者（権利義務を承継する者がいない場合は

知事）に帳簿及び証拠書類を引き継がなければなりません。 

８ 所在地又は代表者を変更したときは、速やかに文書をもって知事に届け出なければ

なりません。 

９ この補助金の交付の決定の内容又は条件に不服のあるときは、この交付決定通知書

を受理した日から起算して 10日以内に申請の取り下げをすることができます。 

 

 

 

 

  

問合せ先 



参考様式４ 

補助事業検査記録簿 
第１章 事業名 

事 業 名           農福連携推進事業 

補助事業者・代表者名  

事 業 種 目 名           
事  業  内  容           

 
 

事 業 着 手 年 月 日           
事 業 終 了 年 月 日           

 
 

 
第２章 事務手続き及び経理状況 
１ 計画書等 

 
補助事業者 
提出年月日 

県 
通知年月日 

事業費 
（円） 

補助金額 
（円） 

事業概要・備考 

事業計画 ・ ・  円 円  

計画承認  ・ ・ 円 円  

事前着工届 ・ ・  円 円  

事業着手届 ・ ・  円 円  

実施状況報告 ・ ・  円 円  

  
２ 補助金交付事務等 

 
補助事業者 
提出年月日 

県 
通知年月日 

事業費 
（円） 

補助金額 
（円） 

備  考 

交付申請 ・ ・  円 円  

交付決定  ・ ・ 円 円  

変更交付申請 ・ ・  円 円  

変更交付決定  ・ ・ 円 円  

実績報告 ・ ・  円 円  

 
 ３ 補助金の受入れ状況等 
 （１）補助事業者 

 

 収入年月日 金 額 支出年月日 金  額 備    考 

県補助金 ・ ・ 円 
・ ・ 円 

 

その他  円  

計  円  円  

 
  ４ 工事契約及び工事費支払い状況 

 

工事名 
 

請負業者 
住所・氏名 

工  期 
契   約 支払い状況 

年月日 金  額 年月日 金  額 

    円  円 



 
第３章 機械・施設導入設置 

 
機械施設名 規模 検 討 状 況          見 積 業 者 名         

    

 
第４章 入札等の状況 

 

機械施設名 現説年月日 入札年月日 設 計 額 予定価格 落 札 額 備  考 

   円 円 円  

   円 円 円  

 
第５章 工事等執行手続き・竣工検査 
 機械施設名 着 工 完 成 完 成 届 検 査 備  考 

 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  

 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  

 
 



参考様式５ 
 

補助事業完成確認検査調書 

 

                                              検査日     年  月  日 

 

                       検査者（職）          

                          （氏名）         

                                                    （職） 

                                                   （氏名）                 

 

事 業 名        農福連携推進事業 

補助金交付先        
 

補助事業者名 
 

 交 付 決 定 実   績 増減及び返還額 

事業内容及び        

事 業 量        

   

 

事 業 費            円 円 円 

補 助 率        
 

 

補 助 金            円 円 円 

補助金以 

外の負担 

担区分 

市町村費 円 円 円 

そ の 他 円 円 円 

交付決定年月日  

事業着手年月日 年  月  日 年  月  日  

事業完了年月日 年  月  日 年  月  日  

計画変更の有無  

 

 

  



参考様式６ 

第   号  

年 月 日  

 

補助事業者名 様 

 

神 奈 川 県 知 事  

地域県政総合センター所長  

又は横浜川崎地区農政事務所長  

 

 

令和  年度神奈川県農福連携推進事業補助金確定通知書 

 

 年 月 日付けで実績報告のあった標記補助金については、補助金の交付等に関

する規則第 13条の規定により、次のとおり確定したので通知します。 

 

１ 交付決定額    円 

 

２ 確定額    円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 


